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公 告 第 ４ ３ 号  
   Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 及 び 汚 泥 処 分
業 務 委 託 （ 日 中 便 １ 号 ・ 肥 料 原 料 化 ） に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し
た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年
政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 流 域 下 水 道 事 業 の 会 計 に 関
す る 規 則 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 規 則 第 37 号 ） 第 225 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
    令 和 ７ 年 ２ 月 20 日  
                            福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長   高   坂   宏   哉  
１   随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 予 定 数 量    
    脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 及 び 汚 泥 処 分 業 務 委 託 （ 日 中 便 １ 号 ・ 肥 料 原 料 化 ）   2 , 4 0 0 ｔ  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地    
    福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所   福 島 県 福 島 市 鎌 田 字 一 本 松 4 3 番 地  
３   随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日  
    令 和 ６ 年 12 月 10 日  
４   随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所  

サ ン ト ー マ ス 株 式 会 社   福 島 県 二 本 松 市 下 川 崎 字 三 界 山 33 番 地  
５   随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額  
    2 2 , 3 3 0 円 （ １ ｔ 当 た り ）  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
    随 意 契 約  
７   随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由  
    特 例 政 令 第 11 条 第 １ 項 第 １ 号 該 当  
                                                                （ 総   務   課 ）  
                       
公 告 第 ４ ４ 号  
   Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 及 び 汚 泥 処 分
業 務 委 託 （ 日 中 便 ３ 号 ・ 肥 料 原 料 化 ） に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し
た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年
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政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 流 域 下 水 道 事 業 の 会 計 に 関
す る 規 則 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 規 則 第 37 号 ） 第 225 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
    令 和 ７ 年 ２ 月 20 日  
                            福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長   高   坂   宏   哉  
１   随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 予 定 数 量  
    脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 及 び 汚 泥 処 分 業 務 委 託 （ 日 中 便 ３ 号 ・ 肥 料 原 料 化 ）   4 , 5 0 0 ｔ  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地  
    福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所   福 島 県 福 島 市 鎌 田 字 一 本 松 43 番 地  
３   随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日  
    令 和 ６ 年 12 月 10 日  
４   随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所  

日 本 環 境 株 式 会 社   東 京 都 港 区 芝 三 丁 目 15 番 15 号 櫻 井 ビ ル ８ 階  
５   随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額  
    2 0 , 9 0 0 円 （ １ ｔ 当 た り ）  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
    随 意 契 約  
７   随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由  
    特 例 政 令 第 11 条 第 １ 項 第 １ 号 該 当  
                                                                （ 総   務   課 ）  
                       
公 告 第 ４ ５ 号  
   Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 業 務 及 び 汚 泥
処 分 業 務 （ 夜 間 便 ３ 号 ・ 溶 融 ） の う ち 汚 泥 処 分 業 務 の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契
約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定
め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 流 域 下
水 道 事 業 の 会 計 に 関 す る 規 則 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 規 則 第 37号 ） 第 225条 第 １ 項 の 規 定 に よ り
公 告 す る 。  
    令 和 ７ 年 ２ 月 20 日  
                            福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所 長   高   坂   宏   哉  
１   随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 予 定 数 量  
    脱 水 汚 泥 収 集 運 搬 業 務 及 び 汚 泥 処 分 業 務 （ 夜 間 便 ３ 号 ・ 溶 融 ） の う ち 汚 泥 処 分 業 務
  960 ｔ  
２   契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 公 所 の 名 称 及 び 所 在 地  
    福 島 県 県 北 流 域 下 水 道 建 設 事 務 所   福 島 県 福 島 市 鎌 田 字 一 本 松 43 番 地  
３   随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日  
    令 和 ６ 年 12 月 10 日  
４   随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所  

オ リ ッ ク ス 資 源 循 環 株 式 会 社   埼 玉 県 大 里 郡 寄 居 町 大 字 三 ヶ 山 313 番 地  
５   随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額  
    4 4 , 0 0 0 円 （ １ ｔ 当 た り ）  
６   契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
    随 意 契 約  
７   随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由  
    特 例 政 令 第 11 条 第 １ 項 第 １ 号 該 当  
                                                                （ 総   務   課 ）  
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